
静岡県告示第４号

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律（平成17年法律第123号）第65条の規定に基

づき、自立支援医療（育成医療・更生医療）の指定医療機関について次のとおり指定辞退の申出があったの

で同法第69条の規定により告示する。

令和６年１月４日

静 岡 県 知 事 川 勝 平 太

指定医療機関の名称 所在地
担当する

医療
辞退年月日

ももの木薬局 伊豆の国市田京165－17
薬局

（育成・更生）
令和３年７月１日

春の木第一クリニック
沼津市東椎路字春ノ木520

－２
腎臓 令和５年１月１日

市立御前崎総合病院 御前崎市池新田2060 腎臓 令和５年３月31日

コスモス薬局 長泉町店 駿東郡長泉町下土狩４－８
薬局

（育成・更生）
令和５年３月31日

沼津市立病院 沼津市東椎路字春ノ木550 整形外科 令和５年４月30日

国際医療福祉大学熱海病院 熱海市東海岸町13－１ 腎移植 令和５年７月10日

資生堂薬局本店 磐田市福田1555－７
薬局

（育成・更生）
令和５年７月13日

クリエイト薬局 裾野滝頭店 裾野市茶畑692
薬局

（育成・更生）
令和５年８月23日


